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コンサルティング実務講座

我々、公認不動産コンサルティングマスターが相続
にまつわるコンサルティングの中で最大限に活用・提
案をしたいのが、「空き家特例」。一言で表現してしま
えば、「相続した空き家を売却した場合、一定の要件
を満足すれば、譲渡所得を最大で3,000万円も控除で
きてしまう」インパクトのある制度です。

税理士との協力のもと、制度趣旨をきちんと理解し
ながら、複雑に絡み合う各種要件のうち、物的要件が
満足されているならば、後は、不動産売買における形
式的要件を満足するようにコンサルティングをするだ
けですから、クライアントから喜ばれることは間違い
ありません。この「空き家特例」をきちんとマスター
しきれている不動産プレーヤーは稀有なため、公認不
動産コンサルティングマスターとして、看板となる１
つのコンサルティングメニューになり得ます。実際の
ところ、私自身は、毎年、30～50件前後の「空き家
特例」に係るコンサルティング契約の依頼をいただき、

「空き家特例」の専門家として、税理士をはじめ、弁
護士、行政書士、司法書士等の士業の先生方から、ご
相談いただいている次第です。

では、少しずつ、「空き家特例」について触れてい
きましょう。実は、「空き家特例」は通称で、正式名
称は、「被相続人の居住用財産（空き家）に係る譲渡
所得の特別控除の特例」。「空き家特例」（平成28年創
設）の２年前の平成26年に法制化された「空家特措
法（空家等対策特別措置法）」と、よく誤解されます。

●空き家の発生を抑制するために

国内に広がる空き家の発生を抑制するために創設・
制度化された特例や法制度には、今般の「空き家特例」
の他にも、空き家が増加する１）制度的な要因、２）
経済的な要因の両面から空き家問題を解決しようとす
るものが多く、先にご案内した「空家特措法」、平成
30年に法制化された「所有者不明土地法（所有者不
明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法）」等が
挙げられます。

１）制度的要因
空き家が増加する制度的な要因として挙げられる代

表的なものが、不動産登記法と、固定資産税（都市計
画税も含む）の減免です。

不動産登記法では、権利部については、あくまで所
有者が第三者に対する対抗要件（公示力）を有するに
過ぎず、従来の不動産登記法では、不動産の権利を取
得した場合でも、その権利を登記すること自体は義務
化されていませんでした。また、相続が発生しても、
特に売買する予定もなく現状を維持されようと、数年、
数十年、数代にわたり遺産分割がなされないような実
態も相続の現場では日常茶飯事で、いざ、登記名義を
確認すると、明治時代に登記されているようなケース
も稀に目にします。土地の所有者と協議をしたくても
誰と協議をしたらよいものか、途方に暮れることも少
なくありません。

一方で、相続の発生に伴い、相続登記は終えたもの
の、相続した古家の処分に思い悩んだり、複数人で相

クライアントから絶大な信頼を勝ち取る
「空き家特例」
─専門性を活かしてリードする─（前編）
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